
ABS（Access and Benefit-Sharing）学内手続きフローチャート

提供国 弘前大学

提供国政府

研 究 者

注） 遺伝資源の移転を行う場合、提供国及び日本国の検疫等に係る各種法令に従うこと！

提供国
共同研究者等

部局
事務担当

担当部局

研究推進部
研究推進課

➀ 計画書の提出⑥ 取得許可証（PIC）

⑨ 利益配分

② 承認

ＡＢＳ
管理事務局

⑤ 許可証（ PIC ）
取得手続き

③ 共同研究契約等の締結（ MOU / MOA / CAR 等 ）
④ 相互に合意する条件の締結（ MAT ）

※MOU等に含めることも可
⑦ 物質移転契約締結（ MTA等 ）

〇 各種調整
・ 協力依頼（共同研究等）
・ 合意調整（利益配分等）
・ 取得手続きに係る調整

【 遺伝資源 】
・生物サンプル
・伝統的知識

⑧ 遺伝資源等の取得
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